
出典：内閣官房webサイト「米国の関税措置に関する総合対策本部」のうち、
「日米間の合意等に関する参考資料（最終更新：2025年11月4日）」 2026年3月25日 参議院予算委員会提出資料① 日本共産党 大門実紀史



出典：【上段】nateニュースwebサイト「한미, 3500억달러 대미투자 양해각서 서명…“국익에 부합하도록 노력”」

（2025年11月14日付）掲載の図について、大門実紀史事務所で和訳して作成
【下段】「大韓民国とアメリカ合衆国間の戦略的投資の運営および管理に関する特別法案」（2026年3月可決）
および「韓米覚書」（2025年11月14日締結）をもとに大門実紀史事務所で作成

2026年3月25日 参議院予算委員会提出資料② 日本共産党 大門実紀史

【韓国】2,000億ドル投資の資金調達及びキャッシュフロー構造図

産業通商部 提供

米
国
大
統
領
が
投
資
委
員
会
の
推
薦
を
受
け
て
選
定

米国
投資委員会

韓米協議
委員会

運営委員会
事業管理
委員会

米国 商務長官
韓国

産業通商部長官
韓国

財政経済部長官
韓国

産業通商部長官
委員長

韓国
韓米戦略投資

公社

韓国
産業通商部

設置

韓国に投資案件
を提案
韓米協議委員会
の投資案件を米
国大統領に推薦

韓国委員と米国
委員で構成
韓国政府の提案
について米国と
協議

委員長1名を含
め15名で構成
事業管理委員会
の検討を受けて
投資推進の意思
を決定（法12
条）。

対米投資案件の
発掘や米国投資
委員会から提案
のあった対米投
資案件の、商業
的合理性の検討
（法12条）。

役割

【韓国】対米投資特別法と韓米覚書（MOU）から想定される
対米投資案件選択の意思決定フロー

政府は米国との協議を開始する前にその内容を
国会所管の常任委員会に事前に報告しなければ
ならない。（特別法第51条1項）
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出典：2023年11月18日付 東京新聞より

2026年3月25日 参議院予算委員会提出資料⑤ 日本共産党 大門実紀史
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